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公
布
さ
れ
た
規
則
の
あ
ら
ま
し 

○
佐
賀
県
建
設
工
事
等
入
札
参
加
資
格
の
審
査
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
規
則
第
五
六
号
） 

１ 

建
設
工
事
の
う
ち
一
部
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
入
札
参
加
資
格
に
係
る
等
級
の
区
分
を

行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

２ 

機
械
器
具
設
置
工
事
及
び
電
気
通
信
工
事
に
係
る
入
札
参
加
資
格
の
等
級
に
つ
い
て
は
、

二
等
級
に
区
分
す
る
こ
と
と
し
た
。
（
第
二
条
関
係
） 

３ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。 

    


